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様式第２ 

税 務 資 料 調 査 承 諾 書 

 

 

 

    年  月  日 

 

 

豊 橋 市 長  様 

 

 

           融資申込者 

             住  所 

                          営業場所 

 

             氏  名                

              （法人の場合は、名称及び代表者名） 

 

 

 

 

 

 

豊橋市制度融資等の申込みに際し、申込資格確認のために、私（法人の場合

にあっては、その法人及び代表者）の税務資料を調査することを承諾いたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3.1 
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様式第３ 

税 務 資 料 調 査 承 諾 書 

（ 法人代表者以外の連帯保証人用 ） 
 

 

 

 

    年  月  日 

 

 

豊 橋 市 長  様 

 

 

           連帯保証人 

             住  所 

  

 

             氏  名               

              

 

 

 

 

 

 

下記融資申込者の豊橋市制度融資等の申込みに際し、連帯保証人である私の

税務資料を調査することを承諾いたします。 

 

 

 

 

 

 

融資申込者名                 

 

 

R3.1 
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豊橋市信用保証料補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、豊橋市補助金等交付規則（平成７年豊橋市規則第８号）に定める

もののほか、中小企業者に対して交付する信用保証料の補助金について必要な事項

を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 この補助金は、中小企業者に対して信用保証料（以下「保証料」という。）を

補助することにより、借入れ負担の軽減を図り、もってその経営の安定に資すること

を目的とする。 

（暴力団等の排除） 

第３条 市長は、補助金の交付を受けようとする者（以下「補助金申請者」という。）

が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定をしないこと

ができる。 

(１) 豊橋市暴力団排除条例（平成23年豊橋市条例第２号）第２条第１号に規定する

暴力団（以下「暴力団」という。） 

(２) 豊橋市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」と

いう。） 

(３) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団員等」という。） 

(４) 暴力団、暴力団員又は暴力団員等をその構成員に含む法人その他の団体 

（補助金の交付対象） 

第４条 補助金は、次の各号に掲げる融資制度において、愛知県信用保証協会（以下「協

会」という。）の信用保証を受けて取扱金融機関から融資を受けた者が、証書貸付に

より融資を受け、かつ、信用保証料を一括納付した場合に交付するものとする。 

(１) 豊橋市小口事業資金融資制度 

(２) 豊橋市経営安定資金融資制度 

(３) 愛知県小規模企業等振興資金融資制度（小口資金） 

(４) 豊橋市中心市街地商業活性化資金融資制度 

(５) 豊橋市創業支援資金融資制度 

（６） 愛知県経済環境適応資金制度要領（令和６年４月１日制定。以下「愛知県要領」

という。）に基づく愛知県経済環境適応資金制度（サポート資金「経済対策特別」

のうち愛知県経済環境適応資金サポート資金【経済対策特別】融資信用保証料補

助金交付要綱による原油・原材料高対応枠）（以下「環特１補助又は環特２補助」

という。） 

２ 前項の規定にかかわらず、前項第３号及び第６号の融資制度により融資を受けた者

であって、次の各号のいずれかに該当する場合は交付の対象外とする。 

(１) 豊橋市以外の市町村を経由して融資を受けた場合 
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(２) 市外に住所を有する者である場合 

(３) 市内に主な事業所を有していない者である場合 

(４) 市外設備に対する融資を受けた場合 

(５) 融資を一括返済する場合 

（補助金の額） 

第５条 豊橋市小口事業資金融資制度（通常資金）に係る補助金の額は、融資額（融資

額が１，０００万円を超える場合は、１，０００万円とする。）について、協会の定

めた算定方法により算定した保証料相当額とし、６０万円を限度とする。ただし、既

存債務の回収を伴う融資を受けた者に係る補助金の額は、当該融資額から回収金額を

減じて得た額（当該金額が１，０００万円を超える場合は、１，０００万円とする。）

に対する保証料相当額とし、６０万円を限度とする。 

２ 前項の規定は、愛知県小規模企業等振興資金融資制度（小口資金）係る補助金の額

について準用する。 

３ 豊橋市創業支援資金融資制度に係る補助金の額は、融資額（融資額が１，０００万

円を超える場合は、１，０００万円とする。）について、協会の定めた算定方法によ

り算定した保証料相当額とする。ただし、既存債務の回収を伴う融資を受けた者に係

る補助金の額は、当該融資額から回収金額を減じて得た額（当該金額が１，０００万

円を超える場合は、１，０００万円とする。）に対する保証料相当額とする。 

４ 豊橋市創業支援資金融資制度（経営者保証免除）に係る補助金の額は、融資額（融

資額が１，０００万円を超える場合は、１，０００万円とする。）について、協会の

定めた算定方法のうち、保証料率については０．２％を減じて算定した保証料相当額

とする。ただし、既存債務の回収を伴う融資を受けた者に係る補助金の額は、当該融

資額から回収金額を減じて得た額（当該金額が１，０００万円を超える場合は、１，

０００万円とする。）に対する保証料相当額とする。 

５ 愛知県要領の規定による愛知県経済環境適応資金制度、豊橋市経営安定資金融資制

度及び豊橋市中心市街地商業活性化資金融資制度に係る補助金の額は、融資額（融資

額が１，２５０万円を超える場合は、１，２５０万円とする。）について、協会の定

めた算定方法により算定した保証料相当額（環特１補助又は環特２補助は愛知県が当

初契約時の信用保証料の２分の１を負担した残額のうち、融資期間が７年を超える場

合は融資期間７年に相当する額）とする。ただし、既存債務の回収を伴う融資を受け

た者に係る補助金の額は、当該融資額から回収金額を減じて得た額（当該金額が１，

２５０万円を超える場合は、１，２５０万円とする。）に対する保証料相当額とする。 
６ 豊橋市小口事業資金融資制度（災害復旧支援資金）に係る補助金の額は、融資額に

ついて、協会の定めた算定方法により算定した保証料相当額とする。ただし、既存債

務の回収を伴う融資を受けた者に係る補助金の額は、当該融資額から回収金額を減じ

て得た額に対する保証料相当額とする。 

７ 同一制度の融資を複数の金融機関が協調して行う際に、当該融資額の合計が前各項
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に定める補助金の算出基礎となる融資額の上限を超える場合、その上限額に対する保

証料相当額を補助額とする。 

８ 交付すべき補助金の額に１００円未満の端数があるときは、当該端数金額は切り捨

てるものとする。 

（交付の申請） 

第６条 補助金申請者は、金融機関から融資を受けた後、豊橋市信用保証料補助金交付

申請書兼請求書（様式第１又は様式第３）及び関係書類を金融機関の貸付日の翌日か

ら起算して３０日以内に市長に提出するものとする。ただし、市長が特別の事由があ

ると認めた場合は、この限りでない。なお、規定する期間が市の休日に当たるときは、

市の休日の翌日をもってその期限とみなす。 

２ 前条第６項における同一制度の融資を複数の金融機関が協調して行う場合の補助

金申請は、同日に行わなければならない。 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し必要に応じて調査等を

行い、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、豊橋市信用保証料補

助金交付決定通知書（様式第２）により補助金申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第８条 市長は、前条による補助金の交付決定後、速やかに補助金を交付するものとす

る。 
（補助金の返還） 

第９条 市長は、豊橋市小口事業資金融資制度要綱第２１条第２項、豊橋市経営安定資

金融資制度要綱第１５条第２項、愛知県中小企業融資制度要綱第１４第２項、豊橋市

中心市街地商業活性化資金融資制度要綱第１６条第２項及び豊橋市創業支援資金融

資制度要綱第１６条第２項の規定により、融資の運用を取り消された場合には、補助

金交付の決定を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させる

ことができる。 
２ 市長は、既に交付した補助金について、返済期日以前の完済（代位弁済等に伴う完

済を除く。）により協会から保証料の返戻が生じた場合は、当該返戻金に相当する額

（既支払い保証料に自己負担額があるときは、当該自己負担額を減じた額とする。）

の補助金の返還を補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）に対して

命ずるものとする。ただし、新たな融資に伴い既存債務を回収する場合については、

この限りでない。 
３ 市長は、補助事業者がこの要綱の規定に違反したとき、又は偽りその他不正の手段

により補助金を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すととも

に、既に交付した補助金の返還その他必要な措置を命ずることができる。 

４ 補助事業者は、前３項に規定する補助金の返還を市長が発行する納入通知書により
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行うものとする。 

（適用除外） 

第１０条 補助事業者が当該融資制度の貸付日から起算して90日以内に新たな融資申

し込みを行った場合（環特１補助又は環特２補助を受けた者にあっては、新たな融資

の保証決定を受けた場合）は、補助金の交付対象外とする。ただし、自然災害に起因

する融資の申込み、複数の金融機関が協調して行う融資の申込み及びその他市長が必

要と認めたものについては例外とする。 
２ 前条第２項及び第３項の規定による返還金を納付していない者が新たに愛知県小

規模企業等振興資金（小口資金）、環特１補助又は環特２補助を利用した場合は補助

の対象としない。 
３ 補助事業者が、その後借入金の返済期間の延長を行った場合において、新たに必要

となった保証料については補助の対象としない。 

（雑則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第８条第２項及び第３項の規定は、この要綱の施行の日以後に行う融資か

ら適用し、同日前に行った融資については、なお従前の例による。 

    附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市信用保証料助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行

う融資から適用し、同日前に行った融資については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市信用保証料助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行

う融資から適用し、同日前に行った融資については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ 改正後の豊橋市信用保証料助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行

う融資から適用し、同日前に行った融資については、なお従前の例による。 

    附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ 改正後の豊橋市信用保証料助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行

う融資から適用し、同日前に行った融資については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市信用保証料助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行

う融資から適用し、同日前に行った融資については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市信用保証料助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行

う融資から適用し、同日前に行った融資については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年１２月１日から施行し、同年１０月３１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第４条第３項の規定は、平成２０年１０月３１日以後に申込みを受ける融

資から適用し、同日前に申込みを受けた融資については、なお従前の例による。 

 （失効） 

３ 改正後の第４条第３項の規定は、平成２２年３月３１日限り、その効力を失う。 

※平成２２年４月１日施行の一部改正により第３項削除 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市信用保証料助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行

う融資から適用し、同日前に行った融資については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市信用保証料助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行

う融資から適用し、同日前に行った融資については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市信用保証料助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申

込を受ける融資から適用し、同日前に申込を受けた融資については、なお従前の例に

よる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市信用保証料補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申

込を受ける融資から適用し、同日前に申込を受けた融資については、なお従前の例に

よる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市信用保証料補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申

込を受ける融資から適用し、同日前に申込を受けた融資については、なお従前の例に

よる。 
附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市信用保証料補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申

込を受ける融資から適用し、同日前に申込を受けた融資については、なお従前の例に

よる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市信用保証料補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申
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込を受ける融資から適用し、同日前に申込を受けた融資については、なお従前の例に

よる。 
附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市信用保証料補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申

込を受ける融資から適用し、同日前に申込を受けた融資については、なお従前の例に

よる。 
附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行し、次の各号に掲げる融資に係る補助金は、当

該各号に定める日に融資を受けた者から適用する。 
(１) 環セ100 令和２年３月２日 

(２) 環セ80 令和２年３月６日 

(３) 環経コ 令和２年２月１８日 

(４) 環危 令和２年３月１３日 

附 則 

この要綱は、令和２年５月１１日から施行し、環コロ補助に係る補助金は、令和２年５

月１日に融資を受けた者から適用する。 
附  則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の各要綱の規定により作成されている様式は、改正後

の各要綱の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の豊橋市信用保証料補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申

込を受ける融資から適用し、同日前に申込を受けた融資については、なお従前の例に

よる。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年７月１日から施行し、環伴に係る補助金は令和３年４月１日

に融資を受けた者から適用する。 

（交付申請の特例） 
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２ この要綱の施行の日より前に環伴の融資を受けた者に係る第６条の規定の適用に

ついて、同条中「金融機関の貸付日の翌日から」とあるのは「金融機関の貸付日又は

この要綱の施行の日のいずれか遅い日の翌日から」とする。 
   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市信用保証料補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に貸

付を行った融資から適用し、同日前に貸付を行った融資については、なお従前の例に

よる。 
   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市信用保証料補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申

込を行った融資から適用し、同日前に申込を行った融資については、なお従前の例に

よる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市信用保証料補助金交付要綱第５条第４項及び第５項の規定は、この

要綱の施行の日以後に申込みを行った融資から適用し、同日前に申込みを行った融資

については、なお従前の例による。 

３ 改正後の豊橋市信用保証料補助金交付要綱第４条第１項第２号の規定は、令和４年

３月４日以後に申込みを行った融資から適用し、同日前に申込みを行った融資につい

ては、なお従前の例による。 
 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年６月２４日から施行する。 
（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市信用保証料補助金交付要綱の規定は、令和４年６月16日以後に申込

みを行った融資から適用し、同日前に申込みを行った融資については、なお従前の例

による。 
 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年10月３日から施行する。 
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（経過措置） 
２ この要綱の施行の際現に改正前の豊橋市信用保証料補助金交付要綱（次項において

「旧要綱」という。）の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の豊橋市信用

保証料補助金交付要綱（次項において「新要綱」という。）による様式とみなす。 
３ 前項に規定するほか、この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づいて作成され

ている様式は、新要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができ

る。 
 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年１月10日から施行する。 
（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の豊橋市信用保証料補助金交付要綱（次項において

「旧要綱」という。）の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の豊橋市信用

保証料補助金交付要綱（次項において「新要綱」という。）による様式とみなす。 
３ 前項に規定するほか、この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づいて作成され

ている様式は、新要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができ

る。 
 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市信用保証料補助金交付要綱の規定は、令和５年４月１日以後に申込

みを行った融資から適用し、同日前に申込みを行った融資については、なお従前の例

による。 
３ この要綱の施行の際現に改正前の豊橋市信用保証料補助金交付要綱（次項において

「旧要綱」という。）の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の豊橋市信用

保証料補助金交付要綱（次項において「新要綱」という。）による様式とみなす。 
４ 前項に規定するほか、この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づいて作成され

ている様式は、新要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができ

る。 
 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年５月23日から施行する。 
（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の豊橋市信用保証料補助金交付要綱（次項において

「旧要綱」という。）の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の豊橋市信用

保証料補助金交付要綱（次項において「新要綱」という。）による様式とみなす。 
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３ 前項に規定するほか、この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づいて作成され

ている様式は、新要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができ

る。 
 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年12月21日から施行する。 
（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の豊橋市信用保証料補助金交付要綱（次項において

「旧要綱」という。）の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の豊橋市信用

保証料補助金交付要綱（次項において「新要綱」という。）による様式とみなす。 
３ 前項に規定するほか、この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づいて作成され

ている様式は、新要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができ

る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の豊橋市信用保証料補助金交付要綱（次項におい

て「旧要綱」という。）の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の豊橋市信

用保証料補助金交付要綱（次項において「新要綱」という。）による様式とみなす。 

３ 前項に規定するほか、この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づいて作成され

ている様式は、新要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができ

る。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年７月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市信用保証料補助金交付要綱の規定は、令和６年７月１日以後に申込

みを行った融資から適用し、同日前に申込みを行った融資については、なお従前の例

による。 
附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行し、環特１補助又は環特２補助に係る補助

金は令和７年２月18日以後に融資を受けた者から適用する。 
（交付申請の特例） 

２ この要綱の施行の日以後環特１補助又は環特２補助の融資を受けた者に係る改正

後の豊橋市信用保証料補助金交付要綱第６条の規定の適用については、同条中「金融
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機関の貸付日の翌日から起算して30日以内に」とあるのは「令和７年３月31日までに

貸付された融資については令和７年４月30日までに」とする。 

（経過措置） 
３ 改正後の豊橋市信用保証料補助金交付要綱の規定は、令和７年４月１日以後に申込

みを行った融資から適用し、同日前に申込みを行った融資については、なお従前の例

による。 
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様式第２（第７条関係）

〒

申請者 住所

0

氏名

豊橋市指令商第 号

　　　　豊　橋　市　長

付けで申請のあった豊橋市信用保証料補助金の交付については、

  次のとおり決定したので通知します。

１．補助金交付額

１．

２．

２．補助金の交付について

上記交付決定額は、申請書兼請求書に記載された下記の口座に振り込みます。

口座番号 ＊＊＊＊＊

※ 口座番号は、個人情報保護のため一部省略し下２桁のみ表示しています。

　　　　年　　月　　日

金 融 機 関 名

円

豊橋市信用保証料補助金交付決定通知書

記

円

年 月 日

　　　　年　　月　　日

補 助 金 申 請 額

補 助 金 交 付 決 定 額

口 座 種 別

交 付 予 定 日

金

金
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様式第３（第６条関係）

豊  橋  市  長 様 〒

申請者　住　所

　　　　氏　名

　　　　（法人の場合は、名称及び代表者名）

金 　　　　　　 円 （注）申請額は、１００円未満切捨とする。

   　 　　銀行 ・ 信用金庫 ・ 信用組合 本店・支店 

豊  橋  市  長 様

　　   印

■添付書類、申請期間等

１．金融機関から受領するもの

　□　信用保証書の写し

　□　保証条件（回収）を伴う場合は、回収金額の計算明細書

２．申請者において準備するもの

　□

豊橋市信用保証料補助金交付申請書兼請求書（愛知県経済環境適応資金）

　 　年　 　月　　 日　

　豊橋市信用保証料補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり申請します。

　また、交付が決定されましたときは補助金を請求しますので、下記振込先へ振込みください。

　なお、同要綱第９条第１項～第３項の規定により返還を求められた場合は速やかに返還することを約束します。

　電 話 番 号

フ リ ガ ナ

　□上記住所と同じ

　□上記住所以外　（豊橋市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

主な業種 　□製造業　□建設業　□卸売業・小売業　□飲食業　□サービス業　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

補 助 金 申 請 額

補 助 金 交 付
申 請 根 拠 額

補助金対象融資金額　　　　　　　　　　　　　　　　　 円分の信用保証料　　　　　　　　　　　　　　　　　円

事業所の所在地

補
助
金
振
込
先

金 融 機 関 名

預 金 の 種 類 １.普通預金　　２.当座預金　　９.その他 口 座 番 号

口 座 名 義 人

金
融
機
関
証
明
欄

融 資 内 容

保 証 番 号 融 資 金 額

申
請
者
記
載
欄

上記のとおり相違ありません。

円　

融 資 実 行 日 年 月 日 円　回 収 金 額

 愛知県サポート資金・経済対策特別（原油・原材料高対応枠）【 環特１補助 】【 環特２補助 】貸付制度名

（預金通帳の 名義人名、 フリガナ、 口座番号、 金融機関名、 支店名 等が記載されたページの写し等）

申請期間：借入日の翌日から起算して３０日以内

【提出先】　豊橋市産業部　商工業振興課 〔市役所東館１０Ｆ〕  　TEL　51-2431 ・ FAX　55-9090

R7.4

取扱金融機関名

 　　年　 　月　　 日

補助金振込先が確認できるもの
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豊橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、豊橋市補助金等交付規則（平成７年豊橋市規則第８号）に定める

もののほか、不況対策について必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 この補助金は、中小企業者に対して融資に係る償還金の一部を補助することに

より、借入負担の軽減を図り、もってその経営の健全な育成に寄与することを目的と

する。 

（暴力団等の排除） 

第３条 市長は、補助金の交付を受けようとする者（以下「補助金申請者」という。）が

次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定をしないことが

できる。 

(１) 豊橋市暴力団排除条例（平成 23年豊橋市条例第２号）第２条第１号に規定する

暴力団（以下「暴力団」という。） 

(２) 豊橋市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」と

いう。） 

(３) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者（以下「暴力団員等」という。） 

(４) 暴力団、暴力団員又は暴力団員等をその構成員に含む法人その他の団体 

 （補助金の交付対象） 

第４条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(１) 次のいずれかの融資を受けた者であること。 

ア 豊橋市経営安定資金 

イ 愛知県経済環境適応資金制度要領（令和６年４月１日制定。）に基づく愛知県経

済環境適応資金制度（サポート資金「経済対策特別」のうち原油・原材料高対応

枠）（以下「環特１補助又は環特２補助」という。） 

 (２) 市内に住所（法人にあっては、「本店所在地」とする。）及び主たる事業所を有

していること。 
(３) 第１号に規定する融資の返済方法が証書貸付による分割返済であること。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、前条第１号に規定する融資の額（当該融資の限度額は 1,250 万

円とする。）の１．０パーセントに相当する額とする。 
２ 同一制度の融資を複数の金融機関が協調して行う場合であって、当該融資額の合計

が前項に定める融資額の限度を超える場合、その限度額の１．０パーセントに相当す

る額を補助額とする。 

３ 既存債務の回収を伴う融資を受けた者に係る補助金の額は、当該融資額から回収金

額を減じて得た額の１．０パーセントに相当する額とする。 

４ 前３項の補助金の額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とす
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る。 

（交付の申請） 

第６条 補助金申請者は、金融機関から融資を受けた後、豊橋市経営安定資金特別対策

補助金交付申請書兼請求書（様式第１又は様式第３）に関係書類を添えて金融機関の

貸付日の翌日から起算して３０日以内に市長に提出するものとする。ただし、市長が

特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。なお、規定する期間が市の休日

に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。 

２ 第５条第２項における同一制度の融資を複数の金融機関が協調して行う場合の補助

金申請は、同日に行わなければならない。 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し必要に応じて調査等を

行い、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、豊橋市経営安定資金

特別対策補助金交付決定通知書（様式第２）により補助金申請者に通知するものとす

る。 

（補助金の交付） 

第８条 補助金は、前条による補助金の交付決定後、速やかに交付するものとする。 

 （補助金の返還） 

第９条 市長は、愛知県中小企業融資制度要綱第１４第２項又は豊橋市経営安定資金融

資制度要綱第１５条第２項の規定により、融資の運用を取り消された場合には、補助

金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させる

ことができる。 

２ 市長は、既に交付した補助金について、当該補助金の交付を決定した日の翌日から

起算して１年以内に、補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）が、当

該融資の返済期日以前に償還金を完済（代位弁済等に伴う完済を除く。）した場合は、

当該補助事業者に交付した補助金の全額の返還を補助事業者に対して命ずるものとす

る。ただし、新たな融資に伴い既存債務を回収する場合については、この限りでない。 
３ 市長は、補助事業者がこの要綱の規定に違反したとき、又は偽りその他不正の手段

により補助金を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、

既に交付した補助金の返還その他必要な措置を命ずることができる。 

４ 補助事業者は、前３項に規定する補助金の返還を市長が発行する納入通知書により

行うものとする。 

（適用除外） 

第１０条 前条の規定による補助金の全部又は一部を返還していない者は、新たに本補

助金の対象となる融資を利用した場合であっても、補助金の交付対象外とする。 

２ 補助事業者が貸付日から起算して 90日以内に新たな融資申し込みを行った場合（環

特１補助又は環特２補助を受けた者にあっては、新たな融資の保証決定を受けた場合）

は補助金の交付対象外とする。 
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（雑則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１５年２月１０日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の豊橋市不況業種支援対策特別補給補助金交付要綱の規定は、この要綱の施

行の日以後に行う保証から適用し、同日前に保証を受けたものについては、なお従前

の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の豊橋市不況業種支援対策特別補給補助金交付要綱の規定は、この要綱の施

行の日以後に行う融資から適用し、同日前に保証を受けたものについては、なお従前

の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の豊橋市不況業種支援対策特別補給補助金交付要綱の規定は、この要綱の施

行の日以後に行う融資から適用し、同日前に保証を受けたものについては、なお従前

の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の豊橋市不況業種支援対策特別補給補助金交付要綱の規定は、この要綱の施

行の日以後に行う融資から適用し、同日前に保証を受けたものについては、なお従前

の例による。 
附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ 改正後の豊橋市不況業種支援対策特別補給補助金交付要綱の規定は、この要綱の施

行の日以後に行う融資から適用し、同日前に保証を受けたものについては、なお従前

の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の豊橋市不況業種支援対策特別補給補助金交付要綱の規定は、この要綱の施

行の日以後に行う融資から適用し、同日前に保証を受けたものについては、なお従前

の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の豊橋市不況業種支援対策特別補給補助金交付要綱の規定は、この要綱の施

行の日以後に行う融資から適用し、同日前に保証を受けたものについては、なお従前

の例による。 
附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の豊橋市不況業種支援対策特別補給補助金交付要綱の規定は、この要綱の施

行の日以後に行う融資から適用し、同日前に保証を受けたものについては、なお従前

の例による。 
附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の豊橋市不況業種支援対策特別補給補助金交付要綱の規定は、この要綱の施

行の日以後に行う融資から適用し、同日前に融資を受けたものについては、なお従前

の例による。 
附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市不況業種支援対策特別補給補助金交付要綱の規定は、この要綱の施

行の日以後に申込を受ける融資から適用し、同日前に申込を受けた融資については、

なお従前の例による。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の豊橋市不況業種支援対策特別補給補助金交付要綱の規定は、この要綱の施

行の日以後に申込を受ける融資から適用し、同日前に申込を受けた融資については、

なお従前の例による。 

   附 則 
この要綱は、令和２年４月１日から施行し、次の各号に掲げる融資に係る補助金は、当

該各号に定める日に融資を受けた者から適用する。 
(１) 第４条第１号イに規定する制度に係る融資 令和２年３月９日 

(２) 第４条第１号ウに規定する制度に係る融資 令和２年３月２日 

(３) 第４条第１号エに規定する制度に係る融資 令和２年３月６日 

(４) 第４条第１号オに規定する制度に係る融資 令和２年２月１８日 

(５) 第４条第１号カに規定する制度に係る融資 令和２年３月１３日 

  附 則 
この要綱は、令和２年５月１１日から施行し、環コロ補助に係る補助金は、令和２年５

月１日に融資を受けた者から適用する。 

附  則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の各要綱の規定により作成されている様式は、改正後

の各要綱の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の豊橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の

日以後に申込を受ける融資から適用し、同日前に申込を受けた融資については、なお

従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年７月１日から施行し、環伴に係る補助金は令和３年４月１日
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に融資を受けた者から適用する。 

（交付申請の特例） 
２ この要綱の施行の日より前に環伴の融資を受けた者に係る第６条の規定の適用につ

いて、同条中「金融機関の貸付日の翌日から」とあるのは「金融機関の貸付日又はこ

の要綱の施行の日のいずれか遅い日の翌日から」とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年１月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の豊橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の

日以後に貸付を行った融資から適用し、同日前に貸付を行った融資については、なお

従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年２月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の豊橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の

日以後に申込を行った融資から適用し、同日前に申込を行った融資については、なお

従前の例による 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の豊橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱第５条第１項の規定は、この

要綱の施行の日以後に申込みを行った融資から適用し、同日前に申込みを行った融資

については、なお従前の例による 
３ 改正後の豊橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱第４条第１項第１号アの規定

は、令和４年３月４日以後に申込みを行った融資から適用し、同日前に申込みを行っ

た融資については、なお従前の例による。 
 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年６月２４日から施行する。 
（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱の規定は、令和４年６月 16日

以後に申込みを行った融資から適用し、同日前に申込みを行った融資については、な

お従前の例による。 
 附 則 

（施行期日） 
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１ この要綱は、令和４年 10月３日から施行する。 
（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の豊橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱（次

項において「旧要綱」という。）の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の豊

橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱（次項において「新要綱」という。）による

様式とみなす。 
３ 前項に規定するほか、この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づいて作成されて

いる様式は、新要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。 
 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年１月 10日から施行する。 
（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の豊橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱（次

項において「旧要綱」という。）の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の豊

橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱（次項において「新要綱」という。）による

様式とみなす。 
３ 前項に規定するほか、この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づいて作成されて

いる様式は、新要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。 
 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の豊橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱（次

項において「旧要綱」という。）の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の豊

橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱（次項において「新要綱」という。）による

様式とみなす。 
３ 前項に規定するほか、この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づいて作成されて

いる様式は、新要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年５月23日から施行する。 
（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の豊橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱（次

項において「旧要綱」という。）の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の豊

橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱（次項において「新要綱」という。）による

様式とみなす。 
３ 前項に規定するほか、この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づいて作成されて

いる様式は、新要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。 
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 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年12月21日から施行する。 
（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の豊橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱（次

項において「旧要綱」という。）の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の豊

橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱（次項において「新要綱」という。）による

様式とみなす。 
３ 前項に規定するほか、この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づいて作成されて

いる様式は、新要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。 
 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の豊橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱（次

項において「旧要綱」という。）の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の豊

橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱（次項において「新要綱」という。）による

様式とみなす。 
３ 前項に規定するほか、この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づいて作成されて

いる様式は、新要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。 
 附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年７月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ 改正後の豊橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱の規定は、令和６年７月１日

以後に申込みを行った融資から適用し、同日前に申込みを行った融資については、な

お従前の例による。 
３ この要綱の施行の際現に改正前の豊橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱（次

項において「旧要綱」という。）の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の豊

橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱（次項において「新要綱」という。）による

様式とみなす。 
４ 前項に規定するほか、この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づいて作成されて

いる様式は、新要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行し、環特１補助又は環特２補助に係る補助

金は令和７年２月18日以後に融資を受けた者から適用する。 
（交付申請の特例） 
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２ この要綱の施行の日以後環特１補助又は環特２補助の融資を受けた者に係る改正後

の豊橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱第６条の規定の適用については、同条

中「金融機関の貸付日の翌日から起算して30日以内に」とあるのは「令和７年３月31

日までに貸付された融資については令和７年４月30日までに」とする。 
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様式第２（第７条関係）

〒

申請者 住所

0

氏名

豊橋市指令商第 号

　　年　　月　　日

豊橋市長　　

付けで申請のあった豊橋市経営安定資金特別対策補助金の交付に

  ついては、次のとおり決定したので通知します。

１．補助金交付額

１．

２．

２．補助金の交付について

上記交付決定額は、申請書兼請求書に記載された下記の口座に振り込みます。

口座番号 ＊＊＊＊＊

※ 口座番号は、個人情報保護のため一部省略し下２桁のみ表示しています。

金

金

年 月 日

補 助 金 交 付 決 定 額

　　年　　月　　日

補 助 金 申 請 額

口 座 種 別

交 付 予 定 日

金 融 機 関 名

円

豊橋市経営安定資金特別対策補助金交付決定通知書

記

円

72



様式第3（第６条関係）

　　　　　　　 　年　 　月　　 日

〒

申請者 住　所

 （法人の場合は、名称及び代表者名）

電 話 番 号

金

金

銀行 ・ 信用金庫 ・ 信用組合 本店・支店

口座番号

融 資 金 額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

回 収 金 額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

豊  橋  市  長 　様

　　上記のとおり相違ありません。

■補助金の額 　補助金交付申請対象額の１％に相当する額

■添付書類、申請期間等

１．金融機関から受領するもの

　□　信用保証書の写し

　□　保証条件（回収）を伴う場合は、回収金額の計算明細書の写し

２．申請者において準備するもの

　□　振込先が確認できるもの（預金通帳の名義人名、フリガナ、口座番号、金融機関名、支店名等が記載されたページの写し等）

申請期間：借入日の翌日から起算して３０日以内

【提出先】　豊橋市産業部　商工業振興課 〔市役所東館１０Ｆ〕  　TEL　51-2431 ・ FAX　55-9090

R7.4

　 　 年　　  月　　  日

　□上記住所以外（豊橋市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□上記住所と同じ

１.普通　　 ２.当座　　 ９.その他

（注）融資金額から回収金額を減じた額

□製造業　□建設業　□卸売業･小売業　□飲食業　□サービス業　□その他（　　　　　　　）

（注）申請額は、１００円未満切捨とする。円

氏　名

補助金交付申請対象額

　　　　印取扱金融機関名

保 証 番 号

主な業種

口座名義人

フ リ ガ ナ

融 資 実 行 日

 　　年　　月　　日

　なお、同要綱第９条第１項～第３項の規定により返還を求められた場合は速やかに返還することを約束します。

預金の種類

豊橋市経営安定資金特別対策補助金交付申請書兼請求書（愛知県経済環境適応資金）

豊  橋  市  長　様

金融機関名

補 助 金 交 付 申 請 額

愛知県サポート資金・経済対策特別　（原油・原材料高対応枠）　【 環特１補助 】　【 環特２補助 】

融　資
内　容

　豊橋市経営安定資金特別対策補助金交付要綱第６条の規定により下記のとおり申請します。

　また、交付が決定されましたときは、補助金を請求しますので、下記振込先へ振込ください。

融 資 制 度 名

事業所の所在地

円

補助金

振込先

申
請
者
記
載
欄

金
融
機
関
証
明
欄
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店 舗 改 装 承 諾 書 

 

 

（賃貸人） 

               様 

 

 

               （賃借人） 

住 所 

 

氏 名              

（法人の場合は、名称及び代表者名） 

 

 

私が賃借している下記の店舗の改装を行いたいので承諾願います。 

 

記 

 

所在地  

  
 
  上記の改装について承諾いたします。 

 

              年  月  日 

 
               （賃貸人） 

住 所 
 

氏 名                
（法人の場合は、名称及び代表者名） 
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豊橋市中心市街地商業活性化資金融資制度に係る地域指定範囲 
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会社に含まれる士業、事業所の定義について 

 

 

１ 中小企業信用保険法上の会社に含まれる士業について  

中小企業信用保険法第２条に規定する「会社」に含まれる士業を規定する法律

に基づく法人 

士   業   法 士業法人 

公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号） 監査法人 

弁理士法（平成 12 年法律第 49 号） 特許業務法人 

弁護士法（昭和 24 年法律第 205 号） 弁護士法人 

税理士法（昭和 26 年法律第 237 号） 税理士法人 

司法書士法（昭和 25 年法律第 197 号） 司法書士法人 

土地家屋調査士法（昭和 25 年法律第 228 号） 土地家屋調査士法人 

社会保険労務士法（昭和 43 年法律第 89 号） 社会保険労務士法人 

行政書士法（昭和 26 年法律第 4 号） 行政書士法人 

 

２ 日本標準産業分類の事業所の定義 

事業所とは、経済活動の場所的単位であって、原則として次の要件を備えてい

るものをいう。 

   ① 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一区画を占めて行われているこ

と。 

② 財又はサービスの生産と供給が、人及び設備を有して、継続的に行われて

いること。 
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